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トップページ > 利用者の方へ > 各種お手続き（開始・中止ほか） > 給水申込・中止手続き	


給水申込・中止手続き







水道の使用開始（給水契約の申込み）をされるとき…(入居、新築、工事など)





宍道町で水道をご使用の場合、このページからはお申し込みいただけません。斐川宍道水道企業団（外部リンク）のページをご確認のうえお申込みください。






松江市の水道は、「松江市水道給水条例」等を定型約款とした契約に基づきご使用していただいております。あらかじめご了解の上、お申し込みください。


	松江市水道給水条例 （PDF）
	松江市水道給水条例施行規程 （PDF）



ご使用される４～５日前までに上下水道局お客さまセンターへご連絡ください。

インターネットでもお申し込みできます。










インターネットでのお申込み（外部リンク）








口座振替をご希望される場合は郵便受け等においてある給水申込書（はがき）で手続きが出来ます。この場合、金融機関で手続きしていただく必要はありません。
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ご注意

無届けでご使用になると松江市水道給水条例第42条によって過料を科することがありますので、必ずお届けください。

給水契約の申込みが遅れますと料金が積算されますので、初回請求金額が通常より高くなる場合があります。





水道の使用を中止されるとき…(退去、長期不在、建物解体、工事完了など)





ご使用を中止される４～５日前までに上下水道局お客さまセンターへご連絡ください。








インターネットでのお申込み（外部リンク）








ご注意

ご連絡が無い場合には、ご使用されていなくても基本料金をご請求することになります。必ずご連絡をお願いします。





ご契約内容の変更があるとき…(名義変更、郵便物の送付先変更など)





上下水道局 お客さまセンターへ至急ご連絡ください。

松江市上下水道局お客さまセンター（0852）55-4888








インターネットでのお申込み（外部リンク）








		



[image: 上矢印]
[image: 上矢印]
TOPへ












松江市上下水道局
〒690-0826

島根県松江市学園南⼀丁⽬17番24号

TEL.0852-55-4888（代表）

FAX.0852-55-4890

お問い合わせ窓口
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